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研究成果の概要（和文）：本研究では、免責条項規制法理や事情変更法理の展開、法律行為概念

の動揺といった現代契約法におけるいくつかの動向について、近代法からの脱却とプレ・モダ

ンの法の再生という観点から、その理論的特質を明らかにした。そこでは、契約規範がその契

約内部で相互に整合性を保っていることを要請する「整合性の原理」が、プレ・モダンの契約

法理論から導かれるべき指導原理の一つであり、またその現代的再生を支える鍵となっている

ことが示された。 
 
研究成果の概要（英文）：This Study clarifies that some doctrinal movements in the 
contract law today, such as the developments of arguments on the control over 
exemption clauses or the rule of change of circumstances, are characterized as the 
disengagement from the classical contract law and the renaissance of the pre-modern 
law, and are based on the requisition of "coherence" in contractual norms. 
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１．研究開始当初の背景 
 (1) 日本では、近年、債権法分野を中心
とした民法改正の動きが活発になってきて
おり、本研究が開始された 2009 年は、ま
さに、法務省において法制審議会民法（債
権関係）部会が組織され債権法改正に向け
た審議が開始された年でもあった。 
 (2) 以上の動向との関係で注目されるの

は、国内外を問わず、近時の債権法および
契約法の改正等における議論傾向の一つが、
「近代法からの脱却としての法の現代化」
にあるという点であった。すなわち、契約
法における過失責任主義からの脱却、個々
の債権債務の発生原因の区別を捨象した抽
象的な法律行為論の解体、雇用・請負・委
任・寄託等の役務提供に関する契約の上位
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類型としての役務提供契約（サービス契約）
の典型契約化などは、日本でもヨーロッパ
の国々でも共通して見受けられる近時の議
論傾向であるが、これらは、ドイツのパン
デクテン法学を中心とした 19 世紀ヨーロ
ッパの法学による成果としての近代民法典
について根本的な構造転換を図り、それを
現代の法と取引秩序により適合的な形に再
編成することを企図するものとして特徴付
けることが可能である。もっとも、そのよ
うにして現代化された債権法・契約法の理
論的基盤がどのような性質のものであるの
か、特に、それがローマから中世ヨーロッ
パに至るまで引き継がれてきた近代以前の
法理論とどのような関係にあるのかという
問題点に関する法史学的な分析については、
民法典の改正という眼前の問題ばかりに関
心が寄せられる結果、必ずしも十分に明ら
かにされてはこなかった。このように、契
約法の現代化に際しての「近代法からの脱
却」という動向を理論的に基礎付けること、
特に、法史学の観点からその再定位を試み
ることは、近代以来の民法典における債権
法の構造が大きく姿を変えようとしている
現状にあって、文字通り喫緊の学問的課題
であった。 
 
 
２．研究の目的 
 本研究は、以上のような契約法の現代化に
際しての「近代法からの脱却」に関する法
史学的な分析の帰結として、近代以前の法
―これを、本研究では「プレ・モダンの法」
と呼ぶ―との類似性と連続性に着目しつ
つ、現代法におけるプレ・モダンの法の再
生としてそれらの諸動向を特徴付けること
を目的とするものである。 
 すなわち、近代法は、19 世紀という思想
的・法理論的な転換点において生み出され
たいわば時代の子であり、それは様々な点
で独創性と理論的飛躍を実現したが、その
論理的基盤は必ずしも盤石なものではなく、
実際にそれは現代に至りまさに瓦解しつつ
ある。以上のような近代法の特殊性・時代
性を考慮するならば、そのように従来の法
学の伝統から切断されたところで成立して
いた近代法が崩れるということが、そのよ
うな切断による間隙が埋められることによ
って現代法と近代以前のプレ・モダンの法
とがより直接的な関係に立つということを
意味していると考えるのは、十分に構成可
能な学問的視点であろう。従って、債権法・
契約法を中心とした現代の法制度において
「近代法からの脱却」が行われ、近代法の
システムが崩れた後に現れるのは、現代法
という新たな衣を纏うことによる「プレ・
モダンの法」の再生である、という仮説が

まず立てられるべきである。本研究は、い
くつかの個別的な主題に関し、その仮説を
理論的に実証することに向けた試みの一斑
である。 
 
 
３．研究の方法 
 本研究では、以上の研究目的を達するため
に、以下の点に関して検討を行った。 
 (1) まず、近代的な契約理論を支える基本
原則である私的自治の原則の現代的意義に
ついて、契約の類型強制とその緩和をめぐる
契約法史の展開を踏まえつつ、検討を試みた。
以上の点に関しては、本研究に先立つ一連の
論考（石川博康「『契約の本性』の法理論(1)
～(10・完)」法学協会雑誌 122 巻 2 号～124
巻 11 号〔2005～2007 年〕など）において具
体的な検討を試みたところであるが、以上の
研究についてさらなる展開をもたらすこと
を目指し、検討を実施した。 
 より具体的には、以上の論文で提示した
「契約の本性」論を基礎として、フランスの
破毀院判例における免責条項規制法理であ
る本質的債務論、再交渉義務や事情変更法理
といったいくつかのテーマに関し、個別的に
分析を行った。 
 (2) また、債権法改正をめぐる近時の議論
において、法律行為概念の有用性に対して疑
念が向けられていることに鑑み、その点に関
し、法律行為論が成立した歴史的・時代的文
脈を踏まえた分析を試みた。 
 
 
４．研究成果 
 本研究は、その成果として、以下の点につ
いて明らかにした。 
 (1) まず、「契約の本性」論に関する従来の
論考において、「個別の契約を一定の類型に
包摂して把握した上で、その類型的特質に照
らして契約内容の補充や規制を一体的に行
うべきこと」を主張していたが、本研究の成
果として出版した著書（『「契約の本性」の法
理論』）では、その視点から帰結されるべき
解釈論的帰結をより具体的な形で提示した。 
 すなわち、契約内容に関し、それが合意に
よって排除され得るか否か（本質・非本質の
区分）、契約内容となるに際し具体的な合意
を必要とするか否かという観点から、本質的
要素・本性的要素・偶有的要素の 3 要素に区
分する「三分法の理論」は、典型契約制度と
ともに、契約規範の内容を類型的に整序す
るという法理論的意義を担う理論である。
そこでは、当事者の合意によらずして補充
的に契約内容となる「本性的要素」は、信
義則を基礎とするものと個別の任意法規を
基礎とするものとにより二元的に把握され
るべきことになるが、それらの本性的要素



は、契約内容の補充および規制の両面にお
いて、それぞれにつき異なる規律方法を経
由しつつ、しかしともに契約内容の類型性
（契約規範の内的整合性）を高めるべく、
重層的に作用していることが明らかとなっ
た。本性的要素をめぐる法作用、すなわち
「契約の本性」の法作用は、その契約類型
にとっての本性的な契約内容の補充やその
契約類型における本質的内容の維持を通じ
ての契約規範の内的整合性の高度化、ある
いは類型的存在としての契約の内的秩序の
整序を実現するものであり、契約規範が類
型性や内的整合性を獲得していくためのプ
ロセスとして描かれるこれらの「契約の本
性」論の機能を理解することによって、契
約の補充と規制という二つの法作用を統一
的に把握することが可能となるものと考え
られる。 
 なお、この点に関する研究成果をまとめ
た著書（『「契約の本性」の法理論』）に対し
ては、2011 年に、第 9 回天野和夫賞（「法の
基礎理論研究」部門）が授与された。 
 (2) また、以上の視点を踏まえた個別的
検討の結果として、免責条項規制に関する
フランスの判例法理としての本質的債務論
をめぐる近時の動向に関し、整合性の原理、
すなわち、免責条項と本質的債務との間の
不整合性に基づいて免責条項に対する規制
が及ぼされるという論理によってその理論
的基礎付けがなされるべきであることが明
らかとなった。 
 すなわち、クロノポスト判決（破毀院商事
部 1996 年 10 月 22 日判決）において、合意
の成立要件の一つとしての債務のコーズ（原
因）に対する侵害を理由として、本質的債務
違反に際して責任制限条項が書かれざるも
のと見なされると判示されていたのに対し、
破毀院商事部 2010 年 6 月 29 日判決（フォル
シア 2）では、本質的債務に対する違反があ
った場合でも、その債務の射程と責任制限条
項との矛盾関係が認められない限り当条項
は排除されない旨判示されている。このフォ
ルシア 2 判決によって示された論理は、免責
条項規制の理論的根拠を本質的債務との整
合性の観点に求める立場とより親和的であ
る。また、免責条項と本質的債務との実質的
な矛盾関係を問うという思考は、適正な対価
的均衡の確保等と結び付けられるべきもの
ではなく、本質的債務を中心とした規範構造
の階層性を基礎として、自ら負担した本質的
債務との整合性を問うものとして構造化さ
れなければならない。以上のように、フラン
スの判例における近時の本質的債務論の展
開は、規範構造上の階層性に基づく整合性の
原理によって理論的に基礎付けられること
になるが、そのような契約規範の実体的構造
に支えられた整合性の原理は、まさに、プ

レ・モダンの法理論としての「契約の本性」
論ないし三分法の理論における指導原理に
他ならない。このように、フランスにおける
免責条項規制法理の展開に際して整合性の
原理に重要な意義が見出されていることも
また、現代契約法におけるプレ・モダンの法
の再生という現象の一環として特徴付ける
ことができる。 
 (3) さらに、契約における規範構造上の整
合性の原理は、事情変更に際しての司法的契
約改訂の正当化根拠としても措定されるべ
きものであることが明らかとなった。 
 すなわち、契約締結後の事情変更に際して
の司法的契約改訂に関する正当化根拠は、事
情変更に関するリスクが契約によっても法
によっても配分されていないという「契約と
法の二重の欠缺」に際し、それによって引き
起こされる規範構造上の不整合性を除去す
ることに関する規範的要請に見出される。以
上の要請は、規範構造上の整合性の原理によ
って基礎付けられ得るものであり、事情変更
法理という極めて現代的な法理が、その正当
化根拠としての整合性の原理を媒介として、
「契約の本性」論とも通底する法史学的基盤
へと連なり得ることは、本研究によって明ら
かにし得た重要な視点の一つである。 
 (4) また、法律行為の概念をめぐっては、
現在の日本の民法典において妥当している
法律行為論は、19 世紀ドイツのパンデクテン
法学からの直接的な影響の下での派生的ヴ
ァージョンとして形成されたものに他なら
ず、またその 19世紀ドイツの法律行為論は、
当時のドイツにおける歴史的・社会的条件に
よって強く前提付けられたものであること
を明らかにした。そのような法律行為の概念
は、ローマ以来の契約に関する法制度の歴史
の中では相対的に近時において現れた一つ
の特異的なヴァージョンに過ぎないとも考
えられる。その点を考慮するならば、近時の
日本の債権法改正をめぐる議論の中で、契約
や単独行為などを包摂する高度に抽象化さ
れた概念としての法律行為概念の有用性に
疑問が呈されていることからは、19 世紀ドイ
ツの法律行為論が必ずしも普遍的な通用性
を保持し得るものではないという示唆が汲
み取られ得る。もっとも、整理概念としての
法律行為概念の有用性についてはなお一定
の意義が見出され、また法律行為概念からの
完全な脱却が図られるべき現実的な必要性
も乏しいところであるが、法律行為概念の意
義に対する疑念という理論的動向について
は、そのような（19 世紀ドイツ的な）法律行
為概念が形成される以前のプレ・モダンの法
への回帰という観点からそれを特徴付ける
ことができよう。 
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